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✓ 現場長と社友会の意見交換会は「業務」で扱われている。 

✓ 社友会に加入している社員のみに「個人的なＳＮＳ」で、

時間、場所、業務の周知が行われている。 

✓ 会社は「勤務時間中の社友会の活動は認めない」「社友会

に会社として関与はしていない」と主張している。 

 
※ ＬＩＮＥのイメージです。 


